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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

健康・こども部 保育課 

２ 監査実施日 

  令和６年１１月２８日 

３ 監査結果の公表日 

  令和６年１２月２６日（平塚市監査委員公表第２０号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１）  支出事務において、保育料徴収委 

託事務における私人徴収委託の告

示文書に根拠法令の誤りがあった。 

 

（２） 契約事務において、個人情報取扱

特記事項に基づく個人情報を取り扱

う場所並びに責任者及び従事する者

について、書面による受注者からの

報告漏れが複数あった。 

 

関係法令に則り事務処理の方法を再度確

認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を

講じられたい。 

 

財務に関する事務 

 

（１） 私人徴収委託を行う事業について根拠法

令の見直しがあった際は、情報の見逃しを

なくすよう、複数の担当者で意識して対応

することを徹底します。 

（２） 課内全員で個人情報の保護に関する条例 

等を再確認した上で、各事業を複数名体制

で管理し、今後は報告漏れのないよう適正

運用を徹底します。 



１ 監査実施対象課 

健康・こども部 青少年課 

２ 監査実施日 

  令和６年１１月２８日 

３ 監査結果の公表日 

  令和６年１２月２６日（平塚市監査委員公表第２０号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 契約事務において、青少年会館施設

管理委託業務における第三者委託に

ついて、書面による報告を求めていな

かった。 

平塚市契約規則等に則り事務処理

の方法を再度確認し、今後の事務執行

に当たり適正な措置を講じられたい。 

 

財務に関する事務 

 

（１） 契約事務の執行にあたり、契約内容を十

分に確認し、平塚市契約規則等に基づいた

処理を実施します。併せて複数の職員によ

るチェックも実施します。 

今回指摘のありました業務の一部の再

委託については、契約内容に基づき、書面

による手続きを速やかに実施しました。 

 

１ 監査実施対象課 

まちづくり政策部 交通政策課 

２ 監査実施日 

   令和６年１１月２８日 

３ 監査結果の公表日 

  令和６年１２月２６日（平塚市監査委員公表第２０号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、国庫支出金の

交付指令に対する調定手続きを行っ

ていなかった。 

 

 

 

 

 

 

財務に関する事務 

  

（１） 国庫支出金は、交付申請に基づく交付決

定を受け、その後、実績報告を経て交付額

の確定通知がされますが、交付決定を受け

次第、調定手続きを行うことを担当内で意

識共有しました。 

なお、交付額の確定通知時に、交付決定

に伴う調定手続処理の再確認をしており、

今後も継続していきます。 

 



（２） 契約事務において、個人情報取扱

特記事項に基づく個人情報を取り扱

う場所並びに責任者及び従事する者

について、書面による受注者からの

報告漏れがあった。 

 

関係法令に則り事務処理の方法を再度確

認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を

講じられたい。 

 

（２） 放置自転車委託業務において、現場代理

人届の報告はあったが、個人情報取扱特記

事項の必要事項をすべて満たすものではあ

りませんでした。 

適正な措置を講じるため、担当内で契約

事務の手続きを確認し共有するとともに、

委託事業者に対しては特記事項の内容の理

解を求め、必要事項を報告するよう指示し

ました。 

 

     以 上 


